
平
成
三
十
年
五
月
九
日
提
出

質
問
第
二
七
九
号

相
対
的
貧
困
状
態
の
家
庭
の
子
の
教
育
環
境
の
実
態
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

279



相
対
的
貧
困
状
態
の
家
庭
の
子
の
教
育
環
境
の
実
態
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

兵
庫
県
尼
崎
市
は
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
取
り
組
む
た
め
、
小
中
学
生
を
対
象
に
「
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
家
庭
の
子

と
、
そ
れ
以
外
の
子
と
の
間
に
は
、
生
活
習
慣
の
傾
向
に
違
い
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
初
め
て
調
査
を
行
っ
た
。
調

査
項
目
と
し
て
、
ゲ
ー
ム
へ
の
依
存
度
、
虫
歯
の
有
無
な
ど
を
設
定
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

尼
崎
市
に
よ
る
と
、
「
子
ど
も
の
生
活
に
関
す
る
実
態
調
査
」
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
、
尼
崎
市
立
の
学
校
に
通
う
小
学

五
年
と
中
学
二
年
と
そ
の
保
護
者
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
。

収
入
を
含
め
て
回
答
し
た
約
二
千
三
百
三
十
世
帯
を
、
相
対
的
貧
困
の
状
態
に
あ
る
家
庭
（
約
二
百
三
十
世
帯
）
と
、
そ
れ

以
外
の
家
庭
（
約
二
千
百
世
帯
）
に
分
け
、
両
グ
ル
ー
プ
の
傾
向
を
比
較
し
た
。

一
日
に
授
業
以
外
で
ど
の
く
ら
い
勉
強
す
る
か
を
尋
ね
た
質
問
で
は
、
小
中
学
生
と
も
お
お
む
ね
相
対
的
貧
困
層
の
子
の
勉

強
時
間
が
短
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
「
ま
っ
た
く
し
な
い
」
と
答
え
た
子
の
割
合
を
両
グ
ル
ー
プ
で
比
べ
る
と
、
小
学
生
で
は
貧

困
層
の
方
が
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
高
か
っ
た
。
中
学
生
で
は
さ
ら
に
差
が
開
き
、
十
・
八
ポ
イ
ン
ト
差
と
な
っ
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
で
は
、
等
価
可
処
分
所
得
（
世
帯
の
可
処
分
所
得
を
世
帯
人
数
の
平
方
根
で
割
っ
て
算

出
）
が
全
人
口
の
中
央
値
の
半
分
未
満
の
世
帯
員
を
相
対
的
貧
困
者
と
定
義
し
て
い
る
。
相
対
的
貧
困
率
は
、
単
純
な
購
買
力

一



よ
り
も
国
内
の
所
得
格
差
に
注
目
す
る
指
標
で
あ
る
た
め
、
日
本
な
ど
比
較
的
豊
か
な
先
進
国
で
も
高
い
割
合
で
存
在
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
子
ど
も
の
権
利
条
約
）
」
は
、
一
九
八
九
年
の
国
連
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
一
九
九

〇
年
に
発
効
し
た
。
我
が
国
も
一
九
九
四
年
に
批
准
し
て
い
る
。
同
条
約
第
二
十
八
条
�
で
は
、
「
締
約
国
は
、
教
育
に
つ
い

て
の
児
童
の
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
権
利
を
漸
進
的
に
か
つ
機
会
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
達
成
す
る
た
め
、
特
に
、

（
ａ
）
初
等
教
育
を
義
務
的
な
も
の
と
し
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
無
償
の
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
、
同
条
約
第
二
十
九
条
�

で
は
、
「
締
約
国
は
、
児
童
の
教
育
が
次
の
こ
と
を
指
向
す
べ
き
こ
と
に
同
意
す
る
」
と
し
、
「
（
ａ
）
児
童
の
人
格
、
才
能

並
び
に
精
神
的
及
び
身
体
的
な
能
力
を
そ
の
可
能
な
最
大
限
度
ま
で
発
達
さ
せ
る
こ
と
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
相
対
的
貧
困
状
態
の
家
庭
の
子
の
教
育
環
境
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
と
し
て
、
相
対
的
貧
困
状
態
に
あ
る
子
の
教
育
環
境
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

二

各
自
治
体
で
行
わ
れ
て
い
る
調
査
の
う
ち
政
府
が
把
握
し
て
い
る
の
は
ど
の
程
度
か
。
そ
れ
は
全
国
の
基
礎
自
治
体
の
う

ち
の
ど
の
程
度
の
割
合
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

尼
崎
市
の
行
っ
た
実
態
調
査
で
は
、
回
答
し
た
約
二
千
三
百
三
十
世
帯
の
う
ち
相
対
的
貧
困
の
状
態
に
あ
る
家
庭
（
約
二

二



百
三
十
世
帯
）
と
そ
れ
以
外
の
家
庭
（
約
二
千
百
世
帯
）
に
区
分
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
我
が
国
の
平
均
的
な
相
対
的
貧
困

状
態
の
家
庭
の
分
布
と
比
べ
て
高
い
の
か
、
あ
る
い
は
低
い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

尼
崎
市
の
生
活
保
護
の
受
給
率
は
平
成
三
十
年
一
月
時
点
で
四
・
〇
五
％
で
あ
り
、
全
国
値
平
均
値
の
一
・
六
七
％
を
大

き
く
上
回
っ
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
度
の
厚
生
労
働
省
の
統
計
で
は
、
全
国
の
政
令
指
定
都
市
・
中
核
市
で
大
阪
市
が
五
・

三
五
％
、
函
館
市
が
四
・
六
三
％
で
あ
り
、
尼
崎
市
の
四
・
〇
六
％
は
三
番
目
に
受
給
率
が
高
い
。
大
阪
市
な
ら
び
に
函
館

市
の
相
対
的
貧
困
の
状
態
に
あ
る
家
庭
と
そ
れ
以
外
の
家
庭
の
比
率
は
ど
の
程
度
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

尼
崎
市
の
行
っ
た
実
態
調
査
で
は
、
一
日
に
授
業
以
外
で
ど
の
く
ら
い
勉
強
す
る
か
を
尋
ね
た
質
問
で
は
小
中
学
生
と
も

お
お
む
ね
相
対
的
貧
困
層
の
子
の
勉
強
時
間
が
短
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
政
府
は
、
か
か
る
傾
向
は
全
国
的
に
も
妥
当
す
る
傾

向
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

子
ど
も
の
権
利
条
約
で
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
児
童
の
人
格
、
才
能
並
び
に
精
神
的
及
び
身
体
的
な
能
力
を
そ
の
可
能

な
最
大
限
度
ま
で
発
達
さ
せ
る
こ
と
」
は
政
府
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
は
全
国
的
な
実
態
調
査
を
行
っ
て
そ
の
現

状
を
把
握
し
、
相
対
的
貧
困
状
態
の
家
庭
の
子
の
教
育
環
境
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
相
対
的

貧
困
状
態
の
家
庭
の
子
の
教
育
環
境
の
向
上
は
貧
困
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
政
府
の
見

三



解
如
何
。

七

現
在
、
相
対
的
貧
困
状
態
の
家
庭
に
対
す
る
特
別
な
支
援
措
置
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


